
鶴ヶ島市小規模事業の契約希望者登録要領 

平成１１年１０月４日市長決裁 

（目的） 

第１条 市が発注する少額で内容が軽易な契約（以下「小規模事業の契約」という。）

について、簡易な登録者制度を設け、その登録者の中から見積参加業者を積極的に

選定することにより、可能な限り市内業者の受注機会を拡大し、もって市内経済の

活性化に資することを目的する。 

 （登録できる者） 

第２条 鶴ヶ島市内に主たる事業所を置く者（適法の範囲で希望業種、建設業の許可

の有無、経営組織、従業員数等は問わない。）とする。 

 （登録できない者） 

第３条 次の者は、この登録者制度への申請ができない。 

  (1) 鶴ヶ島市内に主たる事業所を置かない者（他の市町村に本店が有る場合等） 

 (2) 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ていない者 

 (3) 鶴ヶ島市建設工事等競争入札参加資格基準要綱に定める資格者名簿に登載さ

れている者 

 (4) 希望業種を履行するために必要な資格・許可等を有しない者 

 （登録申請等） 

第４条 登録申請しようとする者は、様式第１号の鶴ヶ島市小規模事業の契約希望者

登録申請書を市長に提出しなければならない。 

２ 登録者制度に登録された者は、登録事項に変更があったときは、様式第２号の鶴

ヶ島市小規模事業の登録変更届を市長に提出しなければならない。 

３ 登録者制度に登録された者は、廃業その他により登録を取り下げようとするとき

は、様式第３号の鶴ヶ島市小規模事業の登録取下げ届を市長に提出しなければなら

ない。 

４ 前２項の変更又は取下げの届がない場合において、市長が登録事項の変更、廃業

その他について調査し、その事実を確認したときは、職権で登録内容を変更又は削

除することができる。 



（登録者の有効期間） 

第５条 登録者の有効期間は、次条により登載された日から前条第３項の登録取下げ

又は同条第４項の登録削除の日までとする。 

 （登録者の取扱い） 

第６条 市長は、第４条第１項の申請書の審査を行い、鶴ヶ島市小規模事業の契約希

望者登録名簿に登載し、全庁及び一般に公開するものとする。 

２ 市長は、前項の審査の結果について、ホームページその他の方法により、登録者

に結果を通知するものとする。 

３ 市長は、対象となる契約に係る業者選定に際しては、第１項の名簿を活用し、積

極的に見積参加機会を設けるよう努めるものとする。 

 （対象となる契約） 

第７条 対象となる契約は、別表に定める設計金額以下の鶴ヶ島市財務規則（以下「規

則」という。）第１２６条の規定による随意契約であって、軽易かつ履行の確保が

容易であると認められるものとする。 

 （契約保証金） 

第８条 小規模事業の契約希望者登録名簿に登録された者との契約締結に関しては、

規則第９７条第１項第５号の規定に基づき、契約保証金の納付を免除する。 

 （その他） 

第９条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要領は、平成１１年１２月１日から施行する。 

   附 則（平成１８年３月２３日市長決裁） 

 この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則（令和３年８月１８日市長決裁） 

 この要領は、令和３年９月１日から施行する。 

 



別 表 

契 約 の 種 類 設 計 金 額 

工事又は製造の請負 １３０万円以下 

財産の買入れ ８０万円以下 

物件の借入れ ４０万円以下 

財産の売払い ３０万円以下 

物件の貸付け ３０万円以下 

上 記 以 外 の も の ５０万円以下 

 

 

 



様式第１号（第４条関係） 

鶴ヶ島市小規模事業の契約希望者登録申請書 
 

                            年  月  日  

 

（宛先）鶴ヶ島市長 

 
 

鶴ヶ島市が発注する小規模事業の契約について、登録を申請します。 

住所又は所在地 
〒    

鶴ヶ島市 

フ リ ガ ナ  

商号又は名称  

フ リ ガ ナ   

代表者職・氏名    

電 話 番 号 －   － Ｆ Ａ Ｘ 番 号 －   －    

メールアドレス  
 
 

希望業種（５業種以内） 

番号 登録希望業種（簡潔に記載のこと） 許可・免許・登録を有する場合の種類・名称等 

1   

2   

3   

4   

5   
 

※希望業種の履行に際して、許可・免許・登録等が必要な業種は、それらを受けている場 
合のみ申請できます。 
建設業許可、測量業者登録、建築士事務所登録を受けている者は、許可証、登録証明書 
の写しを添付してください。 

 

市処理欄 申請内容確認済 ・供覧済 ・ 名簿修正済 ・ システム修正済 ・ ＨＰ修正済 ・ 庁内周知済 

 



様式第２号（第４条関係） 

鶴ヶ島市小規模事業の登録変更届 

 

年  月  日  

 

（宛先）鶴ヶ島市長  

 

 

                所在地又は住所               

         商号又は名称               

                代表者役職名               

                代 表 者 氏 名               

 

 

小規模事業の登録に関し、下記のとおり変更があったので、届け出ます。 

記 

                       受付番号           

変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
 
 
 
 

市処理欄 当初申請書照合済 ・供覧済 ・ 名簿修正済 ・ システム修正済 ・ ＨＰ修正済 ・ 庁内周知済 

 



様式第３号（第４条関係） 

鶴ヶ島市小規模事業の登録取下げ届 

 

年  月  日  

 

（宛先）鶴ヶ島市長  

 

 

                所在地又は住所               

         商号又は名称               

                代表者役職名               

                代 表 者 氏 名               

 

 

小規模事業の登録に関し、下記のとおり取下げしたく届け出ます。 

 

記 

                     受付番号             

理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

市処理欄 当初申請書照合済 ・供覧済 ・ 名簿修正済 ・ システム修正済 ・ ＨＰ修正済 ・ 庁内周知済 

 


